
 

 

 

４月に入り、桜舞い散る新たな出会いの季節ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

今月のテーマは、H27税制改正にて創設予定の「結婚・子育て資金の一括贈与」です。 

 
「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」とは、父母・祖父母等が子・孫の結婚や子育て資金の支払に充て

るために金銭等を贈与した場合に、1,000 万円まで贈与税を非課税にする制度です。 

制度の内容については下記の通りです。 

 

◆要件 

 ①直系尊属（父母・祖父母等）から贈与されるものであること 

 ②贈与を受ける子・孫が 20 歳以上 50 歳未満であること 

 ③贈与を受ける子・孫の結婚・子育て資金の支払に充てるためのものであること 

 ④贈与者は、金銭を金融機関等に信託すること 

◆金額 

 贈与を受ける子・孫 1人につき 1,000万円まで（結婚に際しての費用は 300 万円まで） 

◆期間 

平成２７年４月１日から平成３１年３月３１日までに拠出すること 

◆申告 

贈与を受ける子・孫は、この特例の適用を受ける非課税申告書を、金融機関を経由して税務署長に提出する必

要があります。 

◆払出しの確認 

 贈与を受けた子・孫は、払出した金銭を結婚・子育ての支払に充てたことを証明する書類を金融機関等に提出

する必要があります。 

◆終了時 

 子・孫が 50歳に達した場合、死亡した場合、信託財産が０となり終了の合意があった場合には、資金管理契

約は終了となります。終了時、残額があるときは残額に対して贈与税が課されます。 

◆贈与者死亡時 

贈与者が死亡した場合に、残額があるときは、その残額は相続により取得したものとみなして、相続財産に加

算されますので、ご注意下さい。 

◆検討事項 

原則として、扶養義務者（親）がその都度、生活費・教育費を支払った場合、結婚の新生活に必要な家具や家

電製品については、そもそも贈与税は非課税です。 

そのため、この特例をすぐに適用するのではなく、ライフプランに合わせて適用を検討される事をおすすめし

ます。 
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結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度が創設される予定です！！ 


